
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

条

例

○
福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

一

○
福
島
県
県
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

一

○
福
島
県
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

二

○
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
に
対
処
す
る
た

め
の
避
難
住
民
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
及
び
住
所
移
転
者
に
係
る
措
置
に
関

す
る
法
律
に
規
定
す
る
指
定
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
に
関
す
る
臨

時
特
例
法
に
基
づ
く
福
島
県
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
の
特
例
に
関
す
る
条
例
を

廃
止
す
る
条
例

三

○
福
島
県
教
育
職
員
免
許
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三

条

例

福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
県
道
の
構
造
の
技
術

的
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律

関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ

る
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
避
難
住
民
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
及
び
住
所
移
転
者
に
係
る
措
置
に
関

す
る
法
律
に
規
定
す
る
指
定
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
に
関
す
る
臨
時
特
例
法
に
基
づ
く
福

島
県
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
の
特
例
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
及
び
福
島
県
教
育
職
員
免
許
法

関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
条
例
第
四
十
七
号

福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
（
平
成
三
十
年
福
島
県
条
例
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
一
の
１
の
表
滑
走
路
の
部
夜
間
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

夜
間
（
一
時
間
に
つ
き
）

七
、
三
〇
〇
円

別
表
一
の
１
の
表
滑
走
路
（
浪
江
）
の
部
夜
間
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

夜
間
（
一
時
間
に
つ
き
）

五
、
五
〇
〇
円

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
次
世
代
産
業
課
）

福
島
県
条
例
第
四
十
八
号

福
島
県
県
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
県
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
島
県
条
例
第
百
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
十
四
号
中
「
車
道
」
の
下
に
「
（
自
転
車
通
行
帯
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同

条
第
二
十
五
号
と
し
、
同
条
中
第
二
十
三
号
を
第
二
十
四
号
と
し
、
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
五

自
転
車
通
行
帯

自
転
車
を
安
全
か
つ
円
滑
に
通
行
さ
せ
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
帯
状
の
車

道
の
部
分
を
い
う
。

第
三
条
第
一
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

自
転
車
通
行
帯

第
三
条
第
五
項
中
「
の
車
道
」
の
下
に
「
（
自
転
車
通
行
帯
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
副
道
」
の
下
に
「
（
自
転
車
通
行
帯
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
自
転
車
通
行
帯
）

第
七
条
の
二

自
動
車
及
び
自
転
車
の
交
通
量
が
多
い
第
三
種
又
は
第
四
種
の
道
路
（
自
転
車
道
を
設

け
る
道
路
を
除
く
。
）
に
は
、
車
道
の
左
端
寄
り
（
停
車
帯
を
設
け
る
道
路
に
あ
っ
て
は
、
停
車
帯

の
右
側
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
自
転
車
通
行
帯
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の

状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

自
転
車
の
交
通
量
が
多
い
第
三
種
若
し
く
は
第
四
種
の
道
路
又
は
自
動
車
及
び
歩
行
者
の
交
通
量

が
多
い
第
三
種
若
し
く
は
第
四
種
の
道
路
（
自
転
車
道
を
設
け
る
道
路
及
び
前
項
に
規
定
す
る
道
路

を
除
く
。
）
に
は
、
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
自
転
車
の
通
行
を
分
離
す
る
必
要
が

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
車
道
の
左
端
寄
り
に
自
転
車
通
行
帯
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

自
転
車
通
行
帯
の
幅
員
は
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
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況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
一
メ
ー
ト
ル
ま
で
縮
小
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

４

自
転
車
通
行
帯
の
幅
員
は
、
当
該
道
路
の
自
転
車
の
交
通
の
状
況
を
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す

る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
又
は
第
四
種
の
道
路
」
を
「
（
第
四
級
及
び
第
五
級
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
又
は
第
四
種
（
第
三
級
を
除
く
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
道
路
で
設
計
速
度
が
一
時
間

に
つ
き
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
道
路
（
」
を
「
道
路
で

設
計
速
度
が
一
時
間
に
つ
き
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
（
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
自
転
車
道
」
の
下
に
「
又
は
自
転
車
通
行
帯
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
自
転
車
道
」
の
下
に
「
若
し
く
は
自
転
車
通
行
帯
」
を
加
え
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
車
道
」
の
下
に
「
（
自
転
車
通
行
帯
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
四
十
一
条
中
「
第
七
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
、
「
第
四
種
第

四
級
」
と
」
の
下
に
「
、
第
九
条
第
一
項
中
「
第
三
級
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
級
及
び
第
四
級
」
と
」

を
加
え
る
。

第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
七
条
」
の
下
に
「
、
第
七
条
の
二
第
三
項
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
道
路
整
備
課
）

福
島
県
条
例
第
四
十
九
号

福
島
県
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

福
島
県
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
島
県
条
例

第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
定

め
る
」
を
「
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
申
請
に
係
る
共
同
住
宅
等
の
総
住
戸
数
の
区
分
に
応
じ
、

同
表
の
中
欄
（
認
定
申
請
者
が
適
合
証
を
添
え
て
当
該
認
定
の
申
請
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
下
欄
）

に
定
め
る
額
及
び
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
申
請
に
係
る
共
同
住
宅
等
の
共
用
部
の
床
面
積
の

区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
（
認
定
申
請
者
が
適
合
証
を
添
え
て
当
該
認
定
の
申
請
を
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
下
欄
）
に
定
め
る
額
を
合
算
し
た
」
に
改
め
、
同
号
中
ア
か
ら
ウ
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
四
号

イ
中
「
住
戸
の
部
分
の
み
」
を
「
住
宅
部
分
」
に
改
め
、
同
号
ウ
中
「
全
体
及
び
住
戸
の
」
を
「
の
非

住
宅
」
に
、
「
ア
」
を
「
別
表
第
三
（
認
定
申
請
者
が
適
合
証
を
添
え
て
当
該
認
定
の
申
請
を
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
二
）
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
申
請
に
係
る
複
合
建
築
物
の
住
宅
以
外
の
用
途

に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
区
分
に
応
じ
、
別
表
第
三
（
認
定
申
請
者
が
適
合
証
を
添
え
て
当
該
認
定

の
申
請
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
二
）
の
下
欄
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
イ
中
「
住
戸
の
部

分
の
み
」
を
「
住
宅
部
分
」
に
改
め
、
「
額
」
の
下
に
「
及
び
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
申
請

に
係
る
複
合
建
築
物
の
住
宅
の
用
途
の
み
に
供
す
る
共
用
部
の
床
面
積
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄

（
認
定
申
請
者
が
適
合
証
を
添
え
て
当
該
認
定
の
申
請
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
下
欄
）
に
定
め
る

額
を
合
算
し
た
額
」
を
加
え
、
同
号
ウ
中
「
全
体
及
び
住
戸
の
」
を
「
の
非
住
宅
」
に
、
「
ア
」
を
「
別

表
第
三
（
認
定
申
請
者
が
適
合
証
を
添
え
て
当
該
認
定
の
申
請
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
二
）

の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
申
請
に
係
る
複
合
建
築
物
の
住
宅
以
外
の
用
途
に
供
す
る
部
分
（
住
宅
の
用
途

に
供
す
る
共
用
部
が
住
宅
以
外
の
用
途
に
も
供
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
部
分
を
含
む
。
次
条

第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
床
面
積
の
区
分
に
応
じ
、
別
表
第
三
（
認
定
申
請
者
が
適
合
証
を
添
え

て
当
該
認
定
の
申
請
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
二
）
の
下
欄
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
号
中
「
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
定

め
る
」
を
「
別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
申
請
に
係
る
共
同
住
宅
等
の
総
住
戸
数
の
区
分
に
応
じ
、

同
表
の
中
欄
（
変
更
認
定
申
請
者
が
適
合
証
を
添
え
て
当
該
認
定
の
申
請
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

下
欄
）
に
定
め
る
額
及
び
別
表
第
五
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
申
請
に
係
る
共
同
住
宅
等
の
共
用
部
の
床

面
積
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
（
変
更
認
定
申
請
者
が
適
合
証
を
添
え
て
当
該
認
定
の
申
請
を
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
下
欄
）
に
定
め
る
額
を
合
算
し
た
」
に
改
め
、
同
号
中
ア
か
ら
ウ
ま
で
を
削
り
、

同
条
第
四
号
イ
中
「
住
戸
の
部
分
の
み
」
を
「
住
宅
部
分
」
に
改
め
、
同
号
ウ
中
「
全
体
及
び
住
戸
の
」

を
「
の
非
住
宅
」
に
、
「
ア
」
を
「
別
表
第
六
（
変
更
認
定
申
請
者
が
適
合
証
を
添
え
て
当
該
認
定
の

申
請
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
五
）
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
申
請
に
係
る
複
合
建
築
物
の
住

宅
以
外
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
区
分
に
応
じ
、
別
表
第
六
（
変
更
認
定
申
請
者
が
適
合
証

を
添
え
て
当
該
認
定
の
申
請
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
五
）
の
下
欄
」
に
改
め
、
同
条
第
五

号
イ
中
「
住
戸
の
部
分
の
み
」
を
「
住
宅
部
分
」
に
改
め
、
「
額
」
の
下
に
「
及
び
別
表
第
五
の
上
欄

に
掲
げ
る
当
該
申
請
に
係
る
複
合
建
築
物
の
住
宅
の
用
途
の
み
に
供
す
る
共
用
部
の
床
面
積
の
区
分
に

応
じ
、
同
表
の
中
欄
（
変
更
認
定
申
請
者
が
適
合
証
を
添
え
て
当
該
認
定
の
申
請
を
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
下
欄
）
に
定
め
る
額
を
合
算
し
た
額
」
を
加
え
、
同
号
ウ
中
「
全
体
及
び
住
戸
の
」
を
「
の
非

住
宅
」
に
、
「
ア
」
を
「
別
表
第
六
（
変
更
認
定
申
請
者
が
適
合
証
を
添
え
て
当
該
認
定
の
申
請
を
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
五
）
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
申
請
に
係
る
複
合
建
築
物
の
住
宅
以
外
の

用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
区
分
に
応
じ
、
別
表
第
六
（
変
更
認
定
申
請
者
が
適
合
証
を
添
え
て

当
該
認
定
の
申
請
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
五
）
の
下
欄
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八

十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
第
一
項
の
認
定
（
以
下
「
計
画
認
定
」
と
い
う
。
）

を
受
け
て
い
る
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
（
以
下
単
に
「
計
画
」
と
い

う
。
）
に
係
る
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
の
申
請
（
以
下
「
変
更
認
定
申

請
」
と
い
う
。
）
に
係
る
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
（
以

下
「
認
定
申
請
」
と
い
う
。
）
に
係
る
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
認
定
申
請
に
基
づ
き
計
画
認
定
を
受

け
た
計
画
の
変
更
認
定
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
建
築
指
導
課
）
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
福
島
県
条
例
第
五
十
号

東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
避

難
住
民
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
及
び
住
所
移
転
者
に
係
る
措
置
に
関
す
る
法
律
に
規

定
す
る
指
定
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
に
関
す
る
臨
時
特
例
法
に
基
づ
く
福

島
県
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
の
特
例
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
避
難
住
民
に
係

る
事
務
処
理
の
特
例
及
び
住
所
移
転
者
に
係
る
措
置
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
指
定
都
道
府
県
の
議

会
の
議
員
の
選
挙
区
に
関
す
る
臨
時
特
例
法
に
基
づ
く
福
島
県
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
の
特
例
に
関
す

る
条
例
（
平
成
三
十
年
福
島
県
条
例
第
六
十
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
議

事

課
）

福
島
県
条
例
第
五
十
一
号

福
島
県
教
育
職
員
免
許
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
教
育
職
員
免
許
法
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
百
五
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
表
一
の
項
中
「
法
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
、
法
第
十
六
条
の
三
第
二
項
又
は
法
第
十
六
条
の
四
第
三
項
」
を
「
法
第
五
条
第
一
項
、
第

十
六
条
第
一
項
、
第
十
六
条
の
三
第
二
項
又
は
第
十
六
条
の
四
第
三
項
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
中
「
第

五
条
第
三
項
」
を
「
第
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
中
「
第
五
条
第
六
項
」
を
「
第
五
条
第

五
項
」
に
改
め
、
同
表
六
の
項
中
「
第
六
条
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第
四
項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
又

は
第
三
項
」
に
改
め
、
同
表
中
七
の
項
及
び
八
の
項
を
削
り
、
九
の
項
を
七
の
項
と
し
、
十
の
項
を
八

の
項
と
し
、
十
一
の
項
か
ら
十
四
の
項
ま
で
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
義
務
教
育
課
）
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